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報告事項６                           平成23年５月26日 

（件 名） 

平成23年５月県議会臨時会の答弁状況 

（教育総務課） 

１ 常任委員会（５月20日） 

№ 質 問 者 質   問   項   目 答 弁 者 

１ 
第88号議案 平成23年度静岡県一般会計補正予算 

教科書、教材の購入 
学校教育課長

２ 

林  芳 久 仁 

（民主、静岡市清水区）  〃 

心のケアのための臨床心理士の活用 
学校教育課長

３ 
 〃 

富士特別支援学校富士宮分校の復旧状況 
財 務 課 長

４ 

四 本  康 久 

（民主、富士宮市）  〃 

富士山麓山の村のベランダ撤去後の対応 
高校再編整備室長

５ 
 〃 

被災生徒の受入体制 
学校教育課長

６ 

堀 江  龍 一 

（志士、静岡市駿河区）  〃 

災害復旧における被災要因の把握 
財 務 課 長

７ 
 〃 

災害復旧の補助適用基準 
学校教育課長

８ 

蓮 池  章 平 

（公明、沼津市）  〃 

エアコンパネルの落下防止 

財 務 課 長

財 務 課 参 事

※ 質問・答弁の要旨は別紙のとおり 
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第88号議案　平成23年度一般会計補正予算

(1) 歳出予算額 (単位:千円)

(2) 事業概要

補正前 5月補正

0 3,000

0 6,000

0 7,000

平成23年5月県議会臨時会提出議案の概要(教育委員会関係)

事　業　名 備　　　　　　　考

国庫補助を活用した県立学校の災害復旧
　・富岳館高校：内壁、天井ボード等
　・富士特別支援学校：内壁、フェンス
　　基礎等

補助現年災県立学
校等災害復旧費(新
規)
(財務課)

単独現年災県立学
校等災害復旧費(新
規)
(財務課)

高等学校被災生徒
受入支援事業費(新
規)
(学校教育課)

県立学校等の災害復旧
　・富士高校：トイレタイル等
　・富士山麓山の村：浴室タイル等
　・富士水泳場：プールタイル等

東日本大震災の被災地から県立高校に受
け入れた生徒への支援
　・教科書、教材等購入
　・スクールカウンセラーの配置

参考：文教警察委員会説明資料

補正前 5月補正 累計

教育委員会所管分 274,468,008 16,000 274,484,008

国庫支出金 4,000

県債 3,000

一般歳入 9,000

区　分

財源内訳
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平成２３年５月 県議会文教警察委員会 質問・答弁要旨 

１ 日 付 平成２３年５月２０日 

質問者 

（会派） 

林 芳久仁 

（民主党・ふじのくに県議団）
答弁者 学校教育課長 

項 目  教科書、教材の購入 

要 旨 

 

◎林委員 

 被災生徒を三島長陵高校で受け入れているようだが、どのような教科書、

教材なのか、中身について伺う。 

 

●学校教育課長 

 ＪＦＡアカデミーの生徒６２人を三島長陵高校で受け入れているが、教

材等については、学校間連携により、福島県が用意することになっている。

 今回の補正の対象は、それ以外の高校生を想定し、年間３０人を見込ん

でいる。 

 具体的な物品は、教科書と各学校で使用している副教材である。 

 

◎林委員 

 年間３０人を見込んでいるとのことだが、それより増えたらどうするの

か。 

 

●学校教育課長 

 現状までの受入れ人数は９校１６人で、生徒の増加の割合は減ってきて

いる。対応は可能と考えている。 

備 考 
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平成２３年５月 県議会文教警察委員会 質問・答弁要旨 

２ 日 付 平成２３年５月２０日 

質問者 

（会派） 

林 芳久仁 

（民主党・ふじのくに県議団）
答弁者 学校教育課長 

項 目  被災生徒の心のケアのための臨床心理士の活用 

要 旨 

 

◎林委員 

 心のケアについては、これまでも臨床心理士を活用しているようだが、

新たに採用するのか。現行の人員で対応できなかったのか。 

 

●学校教育課長 

 現在、県内１０校を拠点校としてスクールカウンセラーを配置している

が、被災生徒の受入れに係る増分は見込んでいなかった。 

 

◎林委員 

 受入れ期間が長引いたり、受入れ生徒が増えた場合はどうするのか。 

 また、臨床心理士の資格を有していても、被災した生徒の心のケアは一

般的な場合と相違があると思うが、人選はどのように考えているのか。 

 

● 学校教育課長 

 生徒の増加の割合は減ってきているので当面対応は可能と考えている。

 力のある臨床心理士を派遣したいと考えている。 

 該当する学校からの要請に基づき、近隣の中学校に配置したスクールカ

ウンセラーの中から適任者を人選する。 

 

 

備 考 
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平成２３年５月 県議会文教警察委員会 質問・答弁要旨 

３ 日 付 平成２３年５月２０日 

質問者 

（会派） 

四本 康久 

（民主党・ふじのくに県議団）
答弁者 財務課長 

項 目 富士特別支援学校富士宮分校の復旧状況 

要 旨 

 

◎四本委員 

今回の予算に計上されている富士特別支援学校の災害復旧は「本校」

のものと思われるが、富士宮分校でも３月の内覧会に行った際に亀裂が

入るなどの被害が見られた。富士宮分校の復旧状況について伺う。 

 

●財務課長 

富士宮分校は、３月上旬に竣工検査を終え、３月１５日の地震の際に

は、県に引き渡し済みであった。修繕費が少額であったこともあり、既

定経費により４月７日の開校式までに修繕を行い、既に完了している。

 

備 考 

 

 

Page 5



 平成２３年５月 県議会文教警察委員会 質問・答弁要旨 

４ 日 付 平成２３年５月２０日 

質問者 

（会派） 

 四本 康久 

（民主党・ふじのくに県議団）
答弁者 高校再編整備室長 

項 目 富士山麓山の村のベランダ撤去後の対応  

要 旨 

 

◎四本委員 

 富士山麓山の村は、ベランダ撤去とあるが、ベランダは撤去したまま復

旧しなくて大丈夫か。利活用の促進のためＰＲしているが、ベランダがな

くなると景観などに影響があり利活用促進にベランダがなくても、支障は

ないか、総合的な考え方について伺う。 

 

●高校再編整備室長 

Ｂタイプの宿泊棟の２階に外付けされているベランダは、生徒等の利用

者の活動等では利用されておらず、屋根もなく風雨にさらされ腐食が進ん

だこともあり今回の損傷となったと考えられ、これを復旧する場合は、屋

根をつけるなど大掛かりな修繕が必要になることから、撤去したまま復旧

はしないことした。 

また、２階にベランダが外付けされているのは、10棟中３棟のみで、利

用されていないこと、１階にはどの棟にもベランダがついており記念写真

等に使われていること、他の野外活動や創作活動等に必要な施設はこれま

でどおり利用できることから、利活用促進に向けての支障はないものと考

えている。 

備 考 
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平成２３年５月 県議会文教警察委員会 質問・答弁要旨 

５ 日 付 平成２３年５月２０日 

質問者 

（会派） 
堀江 龍一（志士の会） 答弁者 学校教育課長 

項 目  被災生徒の受入体制 

要 旨 

 

◎堀江委員 

 被災生徒の受入れ体制はできているのか。 

 教科書は３０人分一括で購入したのか。 

 

●学校教育課長 

 教育委員会が窓口となり、本人のこれまでの学習状況、進路希望、所在

地などの情報を得て、学校への割り振りを決めており、生徒は既に学校に

入っている。 

 教科書等は、個々に受け入れた学校で受け入れた生徒分を購入する。 

 

備 考 
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平成２３年５月 県議会文教警察委員会 質問・答弁要旨 

６ 日 付 平成２３年５月２０日 

質問者 

（会派） 
堀江 龍一（志士の会） 答弁者 財務課長 

項 目 災害復旧における被災要因の把握 

要 旨 

 

◎堀江委員 

今回の地震で被害を受けた原因を把握しているのか伺う。 

また、今後調査を行い、同じような規模の地震が再度あった時に壊れ

ないよう復旧しないのか伺う。 

 

●財務課長 

今回の静岡県東部を震源とした地震は直下型に近く、建物がストレー

トに影響を受けたものと考えている。 

再度あった時に壊れないよう復旧しないのかという点については、設

計の中で検討していくが、国庫補助は原則現状復旧が基本である。 

再度の地震で壊れない保証はできないが、そうならないよう努力はし

たい。 

 

備 考 
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平成２３年５月 県議会文教警察委員会 質問・答弁要旨 

７ 日 付 平成２３年５月２０日 

質問者 

（会派） 
蓮池 章平（公明） 答弁者 財務課長 

項 目 災害復旧の補助適用基準 

要 旨 

 

◎蓮池委員 

災害復旧費における補助災害と単独災害の基準の違いについて伺う。

 

●財務課長 

公立学校施設災害復旧費国庫負担法で定められており、国庫負担の対

象となる「災害」は、降雨、暴風、こう水、高潮、地震、大火、その他

の異常な現象により生ずる災害で、県立の場合は建物、建物以外の工作

物、土地では80万円未満、設備、降灰除去費用では60万円未満のもの

が国庫補助の対象となっている。 

 

◎蓮池委員 

富士山麓山の村の災害復旧が単独なのはなぜか。 

 

●財務課長 

国庫負担の対象は、学校施設に限られるため、社会教育施設である山

の村や水泳場は対象とならない。 

 

備 考 
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平成２３年５月 県議会文教警察委員会 質問・答弁要旨 

８ 日 付 平成２３年５月２０日 

質問者 

（会派） 
蓮池 章平（公明） 答弁者 

財務課長 

財務課参事 

項 目 エアコンパネルの落下防止 

要 旨 

 

◎蓮池委員 

富岳館高校の被害はエアコンのパネルが落下したもので、生徒のいる

時間であったら間違いなく怪我をしていた。落下防止措置を行わないの

か伺う。 

また、同様の構造の実習棟でエアコンを設置している建物はどのくら

いあるのか伺う。 

 

●財務課長 

落下防止措置としては、エアコン本体とカバーをワイヤ等でつなぎ、

外れても落下しないようにしたいと考えている。 

 

●財務課参事 

パソコン実習室にはエアコンを設置しているため、全校に同様の施設

があるが、建物の棟数については把握していない。 

 

◎蓮池委員 

このような地震が起きた時に子ども達が怪我をしないような措置をお

願いしたい。 

 

備 考 
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